
入 札 金 額 に つ い て

入札金額については、電子入札、紙入札を問わず、次のとおり取り扱っておりますので

ご留意ください。

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分

の５に相当する金額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があると

きは、端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者

は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を

入札書に記載すること。


